
市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。 
      納期限内の納付をお願いします。            ⑤ページ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
⑧ページ     小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 

平成 29年 11月 16日 第 29‐23号 

 

   ⑭家屋を取り壊した方へ       
 
 平成 29 年中に家屋を取り壊した方、取り

壊す予定の方は、印鑑を持参の上、税務課ま

たは各支所地域課まで滅失届を提出してく

ださい。用紙は窓口に用意してあります。 

問 税務課（内線 110） 

          ⑩消費税軽減税率制度説明会を開催します               
 
 水戸税務署では、事業者の方を対象として消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催しま

す。多くの事業者に関係のある制度です。ぜひ説明会にお越しください。 

 なお、消費税の軽減税率制度（軽減対象品目の内容、税額の計算方法など）に関する質問や相

談は、消費税軽減税率電話相談センターで、土・日曜日、祝日を除く午前 9時から午後 5時まで

受け付けていますので、ご利用ください。 

日時 12月 4日（月）、5日（火）午後 3時 30分～4時 30分 

場所 茨城県立県民文化センター 分館集会室 10号（水戸市千波町東久保 697） 

   ※駐車場には限りがあるため、なるべく公共の交通機関をご利用ください。 

定員 150名（先着順） 

問 水戸税務署 法人課税第一部門 ℡ 029-231-4211 

※電話の際は、音声ガイダンスに従って「2」を選択してください。 

消費税軽減税率電話相談センター ℡ 0570-030-456 

             ⑪福祉バザーを開催します                 
 
日時 12月 3日（日）午前 9時 30分～午後 2時 ※雨天時は 10日（日） 

場所 友部社会福祉会館 玄関前駐車場（笠間市美原 3-2-11） 

内容 衣類、日用雑貨、おもちゃ、手作り品等 

その他 車で来られる場合は、セブンイレブン裏の第二駐車場をご利用ください。 

問 笠間市ボランティア連絡協議会・友部支部社協 ℡ 0296-78-2626 

 

           ⑫福祉センターいわま閉館のお知らせ                
 
 老人福祉センターとして地域の皆さんに利用されている福祉センターいわま（笠間市泉 159）

は、平成 30年 3月 31日をもって閉館します。 

 現在実施している「いきいき通所事業」と「配食サービス」については、地域交流センターい

わま等で、引き続き実施します。 

問 岩間支所福祉課（内線 73171） 

 

 
 

 今、宍戸がおもしろい！ 楽しいアトラク

ションがたくさん！ お店も多数出店しま

す。ぜひ、遊びに来てください。 

日時 12月 10日（日） 

午前10時～午後3時30分 ※雨天決行 

場所 JR水戸線 宍戸駅前通り 

問 フェスティバル IN 冬の陣実行委員会 

雨
あま

谷
がい

 ℡ 0296-77-5133 

⑬フェスティバル IN 冬の陣 2017を 

開催します 

       ⑳ナイスハートふれあいフェスティバル 2017を開催します          
 
 「障害者週間」に合わせて開催されるこのフェスティバルは、心身になんらかのハンディキャ

ップを持った方々による音楽、ダンス等の発表や作品の展示などを行い、障がい者（児）の福祉

向上および県民の理解と認識を深めることを目的としています。どなたでもご自由に見学できま

すので、ぜひお立ち寄りください。 

内容 期日 時間 

美術展（一般の部） 12月 7日（木）～11日（月） 午前 9時 30分～午後 4時 30分 

美術展（学校教育の部） 12月 8日（金）～11日（月）  午前 9時～午後 4時 30分 

発表会（一般の部） 12月 9日（土） 午前 11時 15分～午後 3時 

発表会（学校教育の部） 12月 8日（金） 午前 9時 20分～午後 1時 10分 

作品販売、模擬店 

（一般の部のみ） 
12月 9日（土） 午前 10時～午後 3時 

場所 茨城県立県民文化センター（水戸市千波町東久保 697） 

問 茨城県障害者スポーツ・文化協会 ℡ 029-301-3375  

            ㉑第 14回歌声広場を開催します                
 
ギター、ウクレレ、フルートの伴奏に合わせて童謡唱歌、昭和歌謡、懐メロ、抒情歌、フォー

クソング、ポピュラーなど、みんなで大きな声で歌いませんか。事前の申し込みは不要です。 

歌が好きな仲間と明るく楽しい時間を過ごして、脳を活性化させ元気に過ごしましょう。 

日時 12月 19日（火）午後 1時 30分～3時 

場所 笠間市民体育館 2階大会議室（笠間市石井 2068-1） 

演奏 ボランティア演奏グループ「ローサス」 

対象 シニア 

参加費 無料 

持ち物 上履き、飲み物 

問 吉澤 ℡ 0296-77-2402 

 
      ㉒要介護（要支援）認定を受けている方の税控除のお知らせ         
 
 納税者本人または扶養親族の方が所得税法および地方税法上の障がい者に該当する場合は、一

定額の所得控除を受けることができます。 

 65歳以上で要介護（要支援）認定を受けている方は、障害者手帳などが交付されていなくても、

障がい者と同程度であると福祉事務所長が認定する場合は、障害者控除の対象となります。 

 この場合、「障害者控除対象者認定証」が必要になりますので、必要な方は申請を行い、事前

にご用意ください。 

申請対象 65歳以上で、介護保険の要介護（要支援）認定を受けている方 

※主治医意見書で心身の状態を確認します。 

申請場所 高齢福祉課または各支所福祉課 

必要なもの 対象者の印鑑 

申請期限 12月 28日（木） 

※期限後も申請を受け付けますが、確定申告に間に合わない恐れがありますので、ご注意ください。 

※認定された方には認定証を、該当しなかった方には非該当通知書を申請日の翌日以降に交付します。 

※平成 22年以降に認定証を交付された方は、本年以降も有効に使用できますので、申請の必要 

がありません。ただし、心身の状態が変わった場合は、再申請の必要があります。 

問 書類交付に関すること：高齢福祉課（内線 173）、笠間支所福祉課（内線 72133） 

岩間支所福祉課（内線 73172） 

税の控除に関すること：税務課（内線 113） 
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